
 １ 監査等の種類  定期監査及び行政監査 

 ２ 監査の対象  議会事務局 

令和５年度４月～７月分 必要に応じて令和４年度分 

 ３ 監査の着眼点  令和５年度 一般・特別会計定期監査及び行政監査実施計画

（以下「実施計画」という。）に定める着眼点による 

 ４ 監査の実施場所  実施計画に定める実施場所 

 ５ 監査の日程  令和５年９月１日～令和５年１０月３０日 

 ６ 監査の結果 

   岐阜市監査基準に準拠し監査を実施したところ、次のような事項が見受けられ

たので、改善に努められたい。 

上記の事項以外については、おおむね適正に処理されているものと認められた。 

   なお、軽微な事項については、別途指示した。 

 

[指摘事項] 

（１）適正な財務会計事務の執行について 

岐阜市物品管理規則第 18 条は、「物品出納員は、その保管に係る物品を良好

な状態で常に使用することができるように整理し、保管しなければならない。」

と規定している。 

しかしながら、議事調査課が備品管理システムに記録している備品について、

廃棄手続を行うことなく廃棄されているものがあった。 

今後は、岐阜市物品管理規則を遵守し、適正な財務会計事務の執行に努めら

れたい。 

 

 


